
 

133 

 

改 正 後 現  行 

福祉・介護職員処遇改善特別加算については、２の(1)の㉑の規定

を準用する。 

 

（８） 重度障害者等包括支援サービス費 

① 重度障害者等包括支援の対象者について 

（略） 

 

 

 

（一） 第二の２の（2）の①の（一）のアに規定する利用者の支援の

度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻

痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次のア又

はイのいずれかに該当すること。 

ア （略） 

イ （略） 

（二） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉・介護職員処遇改善特別加算については、２の(1)の⑲の規定

を準用する。 

 

（８） 重度障害者等包括支援サービス費 

① 重度障害者等包括支援の対象者について 

区分６（障害児にあっては、これに相当する支援の度合）に該

当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の（一）

又は（二）に該当すること。なお、対象者の判断基準は下表のとおり

とする。 

（一） 第二の２の（2）の①の（一）に規定する利用者の支援の度合

に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等

があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次のア又はイ

のいずれかに該当すること。 

ア 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者（Ⅰ類型） 

イ 最重度の知的障害のある者（Ⅱ類型） 

（二） 第 543号告示の別表第二に掲げる行動関連項目の合計点数が

10点以上である者（Ⅲ類型） 

類 型 判  定  基  準 

Ⅰ類型 

 

① 区分６の「重度訪問介護」対象者 

② 医師意見書「２．身体の状態に関する意見」

の「（３）麻痺」における「左上肢 右上肢 左

下肢 右下肢」において、いずれも「ある」

に認定（軽、中、重のいずれかにチェックさ

れていること） 
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改 正 後 現  行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、医師意見書「２．身体の状態に関す

る意見」の「（２）四肢欠損」、「（４）筋力の

低下」、「（５）関節の拘縮」は「麻痺」に準ず

る取扱いとする。 

③ 認定調査項目「１群 起居動作 寝返り」

において「全面的な支援が必要」と認定 

④ 認定調査項目「10群 特別な医療 レスピ

レーター」において「ある」と認定 

⑤ 認定調査項目「６群 認知機能 コミュニ

ケーション」において「日常生活に支障がな

い」以外に認定 

Ⅱ類型 ① 概況調査において知的障害の程度が「最重

度」と確認 

② 区分６の「重度訪問介護」対象者 

③ 医師意見書「２．身体の状態に関する意見」

の「（３）麻痺」における「左上肢 右上肢 左

下肢 右下肢」において、いずれも「ある」

に認定（軽、中、重のいずれかにチェックさ

れていること） 

なお、医師意見書「２．身体の状態に関す

る意見」の「（２）四肢欠損」、「（４）筋力の

低下」、「（５）関節の拘縮」は「麻痺」に準ず

る取扱いとする。 

④ 認定調査項目「１群 起居動作 寝返り」
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② 重度障害者等包括支援サービス費の算定について 

  重度障害者等包括支援の提供に当たっては、指定障害福祉サー

ビス基準に定める具体的なサービス内容を記載した重度障害者等

包括支援計画に基づいて行われる必要があるが、障害者の状態等

に応じて柔軟にサービスを提供する重度障害者等包括支援の趣旨

を踏まえ、重度障害者等包括支援を行った場合には、実際に要し

た時間により算定することとする。 

  なお、重度障害者等包括支援計画で定めたサービス提供時内容

や提供時間に大幅な乖離があり、実際のサービス提供と合致しな

い状況が続く場合には、当然に重度障害者等包括支援計画の見直

しを行う必要があること。 

 

 

③ ２人の重度障害者等包括支援従業者による重度障害者等包括支

において「全面的な支援が必要」と認定 

⑤ 認定調査項目「６群 認知機能 コミュニ

ケーション」において「日常生活に支障がな

い」以外に認定 

Ⅲ類型 ① 区分６の「行動援護」対象者 

② 認定調査項目「６群 認知機能 コミュニ

ケーション」において「日常生活に支障がな

い」以外に認定 

③ 「行動援護項目得点」が「10点以上」と認

定 

② 重度障害者等包括支援サービス費の所定単位数について 

１月における実績単位数（厚生労働大臣が定めるところにより

算定した単位数等（平成 18年厚生労働省告示第 552号）に定める

算定方法により算定した単位数）が支給決定単位数（同告示に定

める算定方法により支給決定した１日当たりの単位数に当該月の

日数を乗じて得た単位数）の 100分の 95以上である場合は支給決

定単位数を、100 分の 95 を超えない場合は実績単位数に 95 分の

100を乗じて得た単位数をそれぞれ算定する。 

（例） 支給決定単位数 30,000単位に対して実績単位数 29,000単位

（96.7%）→ 算定単位数：30,000単位 

支給決定単位数 30,000単位に対して実績単位数 28,000単位

（93.3%）→ 算定単位数：29,474単位（28,000×100/95（小

数点以下四捨五入）） 

（新設） 
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援の取扱い等について 

報酬告示第８の１の注２の２人の重度障害者等包括支援従業者

による重度障害者等包括支援（居宅介護、重度訪問介護、同行援

護及び行動援護に限る。）を行った場合の取扱いについては、２

の２の（１）の⑬の（一）の規定を準用する。 

④ 特別地域加算の取扱いについて 

  報酬告示第８の１の注３の特別地域加算については、２の（１）

の⑯の規定を準用する。 

⑤ 早朝、夜間、深夜の重度障害者等包括支援の取扱いについて 

  報酬告示第８の１の注４の早朝、夜間、深夜に重度障害者等包

括支援（短期入所及び共同生活援助を除く。）を行った場合の取

扱いについては、２の（２）の⑦の規定を準用する。 

⑥ 初回加算の取扱いについて 

  報酬告示第８の２の２の初回加算については、２の（１）の⑱の（一）

の規定を準用する。 

⑦ 医療連携体制加算の取扱いについて 

報酬告示第８の２の３の医療連携体制加算については、２の（７）

の⑮の規定（（二）を除く）を準用する。この場合において、２の（７）

の⑮の（三）中「医療連携体制加算（Ⅵ）又は（Ⅶ）」とあるのは、「医療

連携体制加算（Ⅴ）又は（Ⅵ）」と読み替えるものとする。 

⑧ 送迎加算の取扱いについて 

  報酬告示第８の２の４の送迎加算については、２の（７）の㉒の

規定を準用する。 

⑨ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱いについて 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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  報酬告示第８の２の５の地域生活移行個別支援特別加算につい

ては、３の（６）の⑰の規定を準用する。 

⑩ 精神障害者地域移行特別加算の取扱いについて 

  報酬告示第８の２の６の精神障害者地域移行特別加算について

は、３の（６）の⑱の規定を準用する。 

⑪ 強度行動障害者地域移行特別加算の取扱いについて 

  報酬告示第８の２の７の強度行動障害者地域移行特別加算につ

いては、３の（６）の⑲の規定を準用する。 

⑫ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別

加算の取扱いについて 

報酬告示第８の３及び４の福祉・介護職員処遇改善加算及び福

祉・介護職員処遇改善特別加算については、２の（１）の㉑の規定を

準用する。 

 

（９） 施設入所支援サービス費 

① （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

③ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別

加算の取扱い 

報酬告示第８の３及び４の福祉・介護職員処遇改善加算及び福

祉・介護職員処遇改善特別加算については、２の（１）の⑲の規定を

準用する。 

 

（９） 施設入所支援サービス費 

① 施設入所支援の対象者について 

施設入所支援については、次の（一）から（六）までのいずれかに該

当する者が対象となるものであること。 

（一） 50歳未満の利用者である場合 区分４以上 

（二） 50歳以上の利用者である場合 区分３以上 

（三） 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型（指定特定相

談支援事業所によるサービス等利用計画の作成の手続きを経

て、就労継続支援Ｂ型と施設入所支援の組み合わせが必要と市

町村が認めた者に限る。）を受ける者であって、入所によって


